
 

令和４年 第１２回美里町農業委員会総会会議録 

 

１．開 催 期 日   令和４年１２月２２日 

２．開 催 場 所   美里町役場２０１会議室 

３．開催時刻及び宣告者  午後 １時３０分 会長 

４．閉会時刻及び宣言者  午後 ３時５０分 会長 

５．議 長  会長 根岸 茂登雄 

６．委 員 出 席 状 況 

議席番号 農業委員氏名 出欠席 議席番号 
農地利用最適推進委員

氏 名 
出欠席 

 １  関根 尚子 出席 東児玉１  井上  彰 出席 

 ２ 塚田 あつ子 欠席  〃 ２ 井上  進 〃 

 ３ 深田 敏男 出席  〃 ３ 岡部 順一 〃 

 ４ 長谷川 雄二 〃  〃 ４ 萩原 良三 〃 

 ５  飯野 泰司 〃 松久 １ 小暮 義昭 〃 

 ６  中沢 秀樹 〃  〃 ２ 田端 益隆 〃 

 ７         中島  勝 欠席  〃 ３ 德世 久美子 〃 

 ８  坂本 典穗 〃  〃 ４ 播摩 卓也 〃 

 ９ 中沢 健太郎 出席 大沢 １ 阿武 富士子 〃 

１０  根岸 茂登雄 〃  〃 ２ 栗原 裕 〃 

１１  中嶋 敬子 〃  〃 ３ 根岸 上 〃 

農業委員会委員     出席：８名   欠席：３名  計：１１名 

農地利用最適化推進委員 出席：１１名  欠席：０名  計：１１名 

７．会 議 参 与 者  なし 

８．事務局職員出席者  丸山 保  堀内 匠  上田 禎礎 

９．会 議 進 行 状 況 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

皆さんこんにちは。時間になりましたので、はじめさせていただきます。ただ

いまの出席数は農業委員８人、農地利用最適化推進委員１１人です。農業委員の

過半数に達しましたので、これより農業委員会総会第１２回会議を開きます。 

 会議規則第１３条第２項の規定により、議事録署名人に３番委員並びに４番委

員を指名いたします。 

 会議規則第４条の規定により、議長を務めさせていただきます。これより、議

事に入ります。 

 

 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請案件について議題といたし

ます。３条の番号１について、事務局より説明をお願いします。 



事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

東児玉４番 

 

議 長 

 

 

推進委員 

３ページ番号１をご覧ください。受人 ○○市○○町○○△△△△番地 ○○ 

○○ 渡人 大字○△△△番地△ ○○ ○○ 土地の所在 大字○字○○○○

△△△番 地目 田 面積 ４，０８３㎡ 権利内容 所有権 理由 規模拡大 

農業者年金 無 自作地 ３８，７８４㎡ 借受地 １０，８７３㎡ 貸付地 

０㎡ 取得状況 昭和６１年１２月４日 土地改良法の換地処分による所有権

登記 不耕作 無 家族数４ 従農数４ 経態 専業 位置 農用地区域 自

宅から５㎞ 取得前 田 取得後 田  

  

４ページをご覧ください。左側が付近の状況図、右側が公図の写しとなってお

ります。 

申請地は、大字○○字○○○○地内の農地で、現在は保全管理されております。 

受人の年齢は現在５６歳で農業を行っており主に米麦、露地野菜を栽培されて

おります。 

受人の農業常時日数は３００日で、父、母、子も３００日農業従事しており、

合計４人で農業経営を行っております。 

申請地の近くにも受人が所有している農地があり申請地を取得し規模拡大し

たいとのことです。 

申請に至った経緯ですが、渡人は耕作しないため、受人は規模拡大のためとの

ことです。許可後、申請地では、米麦を栽培予定とのことです。 

以上３条の番号１の案件になります。ご審議をお願いします。 

 

 

３条の番号１を審議いたします。４番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

 先日現地確認しました。特に問題はないと思いますが、用水管理を徹底するよ

う伝えていただければと思います。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

 

次に、推進委員東児玉４番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 ４番委員と同じでございます。ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番 

 

 

 受人の耕作地では、用水の管理はできているのでしょうか。 



松久１番 

 

議 長 

 

 

推進委員 

東児玉４番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

６番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 推進委員東児玉４番より説明をお願いします。 

 

 

 昨年に申請地の近くの農地を取得しましたが、そこでは水を出しっぱなしにし

ているようです。また、畔の草の管理も杜撰です。 

 

 

 こういった意見が出てますので、受人に用水の管理と畔の草刈りを徹底するよ

うに事務局から伝えてください。 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がない

ようですから、次に移ります。 

次に、農業委員の方で質問のある方は挙手をお願いします。６番委員 

 

 

今回の申請には仲介に株式会社○○○○が間に入っていますか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

株式会社○○○○が仲介に入っているという話は聞いておりません。申請は本

人から出ております。 

 

 

参考までに売買価格を教えてください。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

一反当たり△△△△△△円とのことです。 

 

 

他に、農業委員の方で質問のある方は挙手をお願いします。１番委員 

 



 

 

１番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法３条の申請は受人、渡人どちらが申請するのですか。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

農地法３条の申請は、渡人と受人の双方で申請書を作成し、提出してもらって

います。 

 

 

その他農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。質問がないよ 

うですので、採決したいと思います。３条の番号１について、許可相当と思われ

る農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

 続きまして、３条の番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

３ページ番号２をご覧ください。受人 ○○町大字○○○△△△△番地△△ 

○ ○○ 渡人 ○○○○○区○○△－△△－△ ○○○○○○△△△号 ○○ 

○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△△番△、面積２０２㎡、△△△△番、

面積７２４㎡、△△△△番、面積１，１１１㎡、△△△△番△、面積４０㎡、 地

目 畑 面積 ４筆 合計２，０７７㎡ 権利内容 所有権 理由 新規取得

（空き家に付随した農地） 農業者年金 無 自作地 ０㎡ 借受地 ０㎡ 貸

付地 ０㎡ 取得状況 平成３０年６月３０日 相続 家族数７ 経態 兼業 

位置 △△△△番△が農用地区域外、△△△△番、△△△△番、△△△△番△が

農用地区域 空き家から１０メートル 取得前 畑 取得後 畑  

  

 ５ページをご覧ください。左側が付近の状況図、右側が公図の写しとなってお

ります。 

申請地は、大字○○字○○地内の農地で、現在は保全管理されております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６番委員 

 

こちらの申請については、先月の農業委員会総会にて、町の定住の促進及び遊休

農地の解消を目的に、「空き家に付随した農地を空き家とともに取得する」場合

に限り、農地法第３条による農地を取得する条件の下限面積要件の５０アール以

上農地を耕作していることを１アールまで引き下げることについてご了承いた

だき、空き家に付随した農地として空き家バンクに登録しているところです。今

回は、その制度を利用し、農地を取得する申請になります。 

 

渡人は○○○○○区に在住している方で、遠方に住んでいるため管理が難しい

とのことです。 

空き家に付随した農地に指定されている農地は、○○字○○△△△△番△番、

△△△△番、△△△△番、△△△△番△の４筆で合計２，０７７㎡となります。 

５ページ右側の公図の写しをご覧ください。○○△△△△番に空き家があります

が、令和４年１１月２日に空き家バンクに登録されています。 

この農地を取得するための要件ですが、下限面積要件以外の３条許可要件に加え、 

・５年以上継続して空き家へ居住すること及びその農地を耕作すること。 

・空き家と農地の所有権設定については、同一の所有者であること 

が要件になっています。 

受人ですが、年齢は３７歳で、職業は○○町にある解体業の代表取締役とのこ

とです。申請地取得後は、妻と自家用野菜、キャベツ、ネギ、枝豆、大豆、ブル

ーベリーを栽培するとのことです。 

申請にあたり、受人からは取得農地を５年以上耕作する旨の誓約書、農地利用

計画書、不動産売買契約書の写しが提出されました。 

農業を行うのは初めてとのことですが、美里町の○○に住む義父が農業を行っ

ておりその方から教わりながら、農業を行うとのことです。 

農業機械はトラクター、耕耘機、草刈り機を義父から借りて耕作するとのこと

です。 

農業従事日数ですが、平日は仕事の前に水やりや収穫、生育状況の確認、帰宅

後に農作業に必要な道具の手入れや準備を行い一日作業となるものは土日祝日

に行い、年間約１５０日作業できる時間を確保しますとのことです。 

申請する理由ですが、渡し人は相続で譲り受けたが耕作できないため、受人は、

家族で移住し、農業しながら生活をしたいためとのことです。 

以上３条の番号２の案件になります。ご審議お願いいたします。 

 

 

３条の番号２を審議いたします。６番委員より補足説明をお願いします。 

 

 

先日現地確認をしました。進入路はきれいに整備されておりました。空き家は

少し古く改修が必要かと思われます。現地は自然豊かですし、静かなので住むに



 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

推進委員 

大沢２番 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

大沢２番 

はとても良い場所だと感じました。農地も草刈りされていましたので耕作してい

ただけると思います。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

次に、推進委員大沢２番より意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

 先日現地を確認いたしました。空き家は古く住めそうにないですが、申請人は

いつまでに移住すると聞いておりますか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

空き家が古いのでリフォームでき次第、移住すると伺っております。 

 

 

２年前に同じような申請で移住するということで農地を取得した案件があり

ますが、そこはいまだに住んでいる様子はありません。そういった件があるので

申請人には具体的にいつまでには移住しますという誓約書をもらった方がいい

と思います。 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番 

 

 

 この制度はできてからまだ２年程しかたっていません。最初から完璧を求める

のは不可能です。件数もまだ１件～２件ですのでこれから件数を重ね、悪いとこ

ろは改善していけばいいと思います。今回の件も現所有者はもう農地を管理でき

ない中でこの制度を利用しています。そこに耕作したい方がいるのであれば、そ

の方を信用して農地を活用してもらった方が半歩前進ですし、まずはやってみる

ということが大切だと思います。 

 

 

 その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。大沢２番 

 

 

 確かに松久１番のおっしゃったことは大切だと思います。ですがいつまでに移

住しますという誓約書は書面で残しておいた方がよいと思います。 



 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。松久２番。 

 

 

農業を本当にやるのかわからないので、ある程度耕作していただいてからまた

審議を行うという仮での許可はできないのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 農地法上は許可、不許可しかありませんので仮での許可はできません。 

 

 

 できないのであれば、許可後に空き家に住んでいること、農地を耕作している

ことを報告しなければならないという制度にしないと以前のような案件が多く

なっていってしまうと思われるので検討をお願いします。 

 

 

その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いします。意見がない

ようですから、次に移ります。 

次に、農業委員の方で質問のある方は挙手をお願いします。３番委員。 

 

 

以前にも移住・耕作しなかった事例がありますので、いつまでに移住・耕作し

ますという誓約書をもらった方がいいと思います。 

 

 

誓約書をもらった方がいいという意見が多数出ていますが、期限を定めた誓約

書をもらうことについていいと思う方は挙手をお願いします。 

 

 

（農業委員・推進委員全員挙手） 

 

 

賛成全員とのことなので、事務局は申請人から期限を定めた誓約書をもらって

ください。 

 



 

６番委員 

 

 

   

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

１番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家対策は全国的にも問題になっていますのでこういった制度は積極的に

使っていただきたいと思います。町の方ではこういった空き家や移住等に関する

補助金等はありますか。 

 

 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

空き家に特化した補助金というのはありませんが、住宅改修に係る金額の補助

や他の市町からの定住に関しては、補助金はあります。 

 

 

その他の農業委員の方で質問のある方は挙手をお願いいします。１番委員。 

 

 

受人と渡人知り合いなのでしょうか。どういう経緯で申請に至ったのか教えて

ください。 

 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

 

受人と渡人は知り合いではないが共通の知り合いがおり、その方が間に入って

いると聞いております。 

 

 

その他の農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。質問がない 

ようですので、採決したいと思います。３条の番号２について、許可相当と思わ

れる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

賛成全員につき、許可と決定します。 

 

 

３条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 



 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地法第３条の番号１、番号２の案件につきましては許可と議決されました。 

 

 

 第２号議案 農地法第５条の規定による許可申請案件について議題といたし

ます。番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 大字○○△△△番地△ ○○○○○○○○△△△ ○○ ○○ 渡人 

大字○○△△△番地 ○○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番△ 畑 

１筆 ５６１㎡ 転用目的 自己用住宅 権利内容 所有権 申請内容 職業 

会社員 新設 １棟 ６３．７６㎡ ２階建て 取得状況 平成８年３月３日 

相続 仮登記 抵当権 無 位置 第２種農地 農用地区域外 宅地に接続  

８ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。 

次ページをご覧ください。左が公図、右が配置図になります。 

受人は町内の借家に妻と子供の３人で暮らしているが、手狭になったので自己

用住宅を検討したとのことです。 

運送会社で働いており、仕事の都合により会社のトラックで直行直帰での配達

があり、広い土地での住宅を希望しています。申請地は学校に近く、近所に親も

住んでいることから最適な場所とのことです。 

なお、申請にあたり５００㎡以上の農地転用となることから事前に県と協議を

行い、トラックの旋回等を考慮し、農転の見込みありと回答をいただいています。 

道路接続については、申請地西に水道と集落排水を接続するとのことです。 

建物は新築２階建て、建築面積は６３．７６㎡の予定です。 

７ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による許可申請案件についてについて審議いたします。 

５条の規定による番号１を審議いたします。この申請地は私の担当地区なので

補足説明をします。 

 

 

先日申請人から連絡があり現地確認してきました。周りも住宅地ですので特に

問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

次に、推進委員松久３番より意見がありましたらお願いいたします。 

 



 

推進委員 

松久３番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

５番委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 先日申請人から連絡あり現地確認してきました。特に問題はないと思いますの

でご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

その他推進委員の方から意見はありましたら挙手をお願いします。意見がない

ようですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。５番委員。 

 

 

 申請地にトラックが入るとのことですが道幅は問題ないのでしょうか。 

 

 

 申請地の西側の道路から出入りするとのことですが、道幅５．４mの道路です

のでこちらは問題ないと思います。南側に簡易舗装された道路がありますがこち

らは通らないとのことです。 

 

 

他に、農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようで

すから、採決したいと思います。農地法第５条の番号１について、許可相当と思

われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 続きまして、５条の番号２について事務局より説明をお願いします。 

 

 

 受人 大字○○△△△番地△ ○○ ○○ 渡人 大字○○△△△番地△ ○

○ ○○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番△ 畑 １筆 １９３㎡ 転用

目的 住宅敷地拡張 権利内容 使用貸借権 許可日から２０年間 申請内容 

職業 会社員 新設 車庫・カーポート ２３㎡ 取得状況 令和４年４月５日 

相続 仮登記 抵当権 無 位置 第１種農地 農用地区域外 宅地に接続 

令和４年９月６日 農用地（青地）から除外 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

９番委員 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久４番 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ページをご覧ください。場所は大字○○字○○地内の農地になります。次

ページをご覧ください。 

左が公図、右が配置図になります。受人は申請地北に妻と子供、渡人である母

の４人で暮らしています。車３台を所有しており、ガレージとカーポート、そし

て庭を拡張したいとのことです。 

ちなみに既存敷地面積は３００㎡で許可になれば申請地と合わせて４９３㎡

となります。 

７ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

農地法第５条の規定による許可申請案件についてについて審議いたします。 

５条の規定による番号２を審議いたします。９番委員より補足説明をお願いし

ます。 

 

 

先日現地確認しましたが、特に問題はないと思います。ご審議よろしくお願い

します。 

 

 

次に、推進委員松久４番より意見がありましたらお願いします。 

 

 

 特に問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

 

その他推進委員の方から意見はありましたら挙手をお願いします。意見がない

ようですので次に移ります。 

 次に農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いします。 

 

 

他に、農業委員の方で質問のある方の挙手をお願いします。質問がないようで

すから、採決したいと思います。農地法第５条の番号２について、許可相当と思

われる農業委員の方の挙手をお願いします。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 



 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５条の審議が終わりましたので事務局長より審議結果の確認をお願いします。 

 

 

農地法第５条の番号１、番号２の案件につきましては許可相当と議決されまし

た。 

 

 

第３号議案 営農型太陽光関連の農地法第３、５条の規定による許可申請案件

について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

 １３ページをご覧ください。営農型太陽光発電施設の申請となります。 

営農型太陽光発電施設については、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続しな

がら上部空間に太陽光パネル等を設置して発電を行うものです。 

５条で太陽光パネル等の支柱の一時転用許可、３条で太陽光パネルが上空を覆う

ため、地上権の許可が必要となります。 

 

３条番号１ 受人 ○○都○○区○○○○○○△丁目△番△号 株式会社 ○

○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 渡人 大字○○△△△番地△ ○○ ○ 土

地の所在 大字○○字○○△△△番△ 地目 畑１筆 面積 畑１筆 １１９

２㎡ 権利内容 地上権 一時転用許可日から３年間 理由 太陽光設備の設

置のため 農業者年金 無 借受地 １１９２㎡ 位置 第１種農地 農用地 

宅地から７０ｍ 次ページ５条番号１と同じ箇所です。 

 

番号２ 受人 ○○県○○市○○○○△丁目△番△－△△△号 ○○ ○○ 渡

人 大字○○△△△番地△ ○○ ○ 土地の所在 大字○○字○○△△△番

△、△△△番△、△△△番△ 地目 畑３筆 面積 畑３筆 １４２０㎡ 権利

内容 地上権 一時転用許可日から３年間 理由 太陽光設備の設置のため 

農業者年金 無 借受地 １４２０㎡ 位置 第１種農地 農用地 宅地から

６０から７０ｍ 次ページ５条番号２と同じ箇所です。 

 

次のページをご覧ください。５条番号１ 先ほどの３条と異なる項目のみ説明い

たします。 

面積 １７８８㎡の内８．００３㎡（柱部分のみ） 転用目的 一時転用 営

農型太陽光発電施設 権利内容 賃貸借権 許可日から３年間 申請内容 職

業 ビル管理業 太陽光パネル３２０枚 発電出力８０ｋｗ 取得状況 平成

１６年２月２５日 相続 仮登記 無 抵当権 無 位置 第１種農地 農用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

３番委員 

 

地 宅地から７０ｍ ３条番号１と同じ箇所です。 

 

番号２面積 ２６１２㎡の内４．００１５㎡ 転用目的 一時転用 営農型太陽

光発電施設 権利内容 賃貸借権 許可日から３年間 申請内容 職業 会社

員 太陽光パネル１６０枚 発電出力４０ｋｗ 取得状況 平成１６年２月２

５日 相続 仮登記 無 抵当権 無 位置 第１種農地 農用地 宅地から

６０から７０ｍ ３条番号２と同じ箇所です。 

 

１５ページをご覧ください。３、５条番号１の位置図と案内図です。 

次ページをご覧ください。公図と配置図になります。赤色枠内が該当箇所とな

ります。 

次ページが番号２の位置図と案内図、次ページが公図と配置図になります。 

 

今回の申請は、どちらも営農型太陽光発電施設として町内で初めて許可となっ

た、１期分となります。平成２６年２月に営農型太陽光発電施設として３年以内

の期限付きで、一時転用許可となりました。その後、営農の適切な継続が確保さ

れているとのことで、平成２９年２月と令和２年２月に再度、３年以内の期限付

きで、一時転用許可となりました。 

営農型太陽光発電設備の許可更新には、太陽光パネル下で営農の適切な継続が

確保されていることが必要となります。その基準として地域の平均的な収穫量と

比較して８割以上満たすこととなっていますが、どちらも満たしているとのこと

です。１３ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

 

 営農型太陽光関連農地法第３、５条について審議いたします。推進委員の方で

意見がある方は挙手をお願いいたします。松久１番。 

 

 

 現地確認しましたが、枯れているような榊はありませんでした。順調に育って

いるようです。 

 

 

 その他の推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。ないよ

うですので次に移ります。 

 次に農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いいたします。３番委員。 

 

 

 榊はどの程度の収穫量で、どのように収穫しているのか教えてください。 

 



 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

３番委員 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

議 長 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 今回の株式会社○○○○は３区画で行っていますが合計４，０５６本の収穫が

あったとのことでございます。収穫方法ですが、４０センチくらいに切りまして

５束くらいに束ねて販売しているとのことです。 

 

 

 榊の売り上げはどれくらいあるのですか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 １区画の年間の売り上げが△△△△△円とのことです。 

 

 

 その他の農業委員の方で質問がありましたら挙手をお願いします。 

 質問がないようですから、採決したいと思います。営農型太陽光関連３、５条

について、許可相当と思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、許可相当と決定します。 

 

 

 営農型太陽光関連３、５条について審議が終わりましたので事務局長より審議

結果の確認をお願いします。 

 

 

 営農型太陽光関連の農地法３条につきましては許可、５条についても許可相当

と議決されました。 

 

 

第４号議案 荒廃農地の農地・非農地の判断について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

２０ページをご覧ください。荒廃農地の非農地判断について説明させていただ

きます。遊休農地に関する措置として、農業委員会は毎年１回農地の利用状況調

査を実施することとなっており、みなさまには８月末を目途に調査をしていただ

いたところです。この調査で農地として「再生困難」な土地は農業委員会が非農

地判断を行うこととなっており、みなさまからの調査結果をもとに事務局でも現

地確認させていただきました。 

みなさまからの調査結果では、ほかにも多数、山林化して再生困難と指摘いた

だきましたが、国から示されている「非農地判断マニュアル」を参照し、再生困

難な土地としてまとめさせていだきました。 

なお、マニュアルに示されている判断基準の対象となる農地とは、「既に森林の

様相を呈している場合や周囲の状況からみてその土地を農地として復元しても

継続して利用することができない等農業上の増進を図ることが見込まれない農

地であり、かつ農業的利用を図るための計画がない農地」と示されております。 

これを受け「山林に囲まれ、復元してもすぐ山林に戻る」、「一体が山林化して、

個人だけでは解決しない」これら農地を一覧表にまとめさせていだきました。 

２０ページの「非農地判定箇所一覧図」と別紙の「非農地判定箇所資料」をご

覧ください。 

２０ページ下の非農地判定一覧表、左にある一覧図通し番号が上の非農地判定

箇所一覧図にある赤丸番号の場所となります。 

① ○○△△△△－△。裏の山が迫り一体化。別紙「非農地判定箇所資料」を１

枚めくりください。緑の線はあくまでも台帳地目が山林と農地の境界線とな

ります。黄色の線が該当農地、そして写真です。 

② ○○△△、△△。裏の山が迫り一体化。 

③ ○○△△△△。裏の山が迫り一体化。 

④ ○○△△△△、△△△△、△△△△。山に取り込まれている。 

⑤ ○○△△△△－△。裏の山が迫り一体化。 

以上８筆、面積５，１３３㎡です。 

なお、非農地との判断された農地については、所有者へ「非農地」通知を出し

ます。地目変更登記を行うには、非農地通知を添付することで、変更が可能とな

りますが、あくまでも手続きは本人が行うこととなります。 

議案書の２０ページにお戻りください。ご審議をお願いいたします。 

 

推進委員の方で意見がありましたら挙手をお願いいたします。松久１番 

 

 

非農地にすると税金は高くなるのでしょうか。 

 



 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久２番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

推進委員 

松久１番 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

非農地にするとおそらく山林になると思われますが、農地とあまり変わらないよう

です。 

 

 

 その他の推進委員の方で、意見がありましたら挙手をお願いします。松久２番。 

 

 

 非農地を進めていくと山林が増えていってしまうのではないでしょうか。管理して

いだたくように通知したりしないのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 山林が増えていってしまう懸念もありますので、山と一体化してしまっていて解消

できないような農地を厳選しております。そのほかの荒れてしまっている農地の所有

者には管理していただくようお願いしているところでございます。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見がありましたら挙手をお願いします。松久１番。 

 

 

この申請地を農地として残しても解消するのも大変だし解消してもすぐ山林のよ

うな状態なってしまうと思いますので、非農地にする方が所有者にとってもいいと思

います。 

 

 

その他の推進委員の方で、意見はありましたら挙手をお願いします。意見がないよ

うですから、次に移ります。 

 次に、農業委員の方から質問がありましたら挙手をお願いいたします。 

 

 

 質問がないようですから、採決したいと思います。荒廃農地の農地・非農地の判断

について、非農地にしてよいと思われる農業委員の方の挙手を求めます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

 

第５号議案 空き家に付随した農地の指定について議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

２２ページをご覧ください。空き家に付随した農地の指定についての申請でご

ざいます。 

この制度については、先月も１件ご審議していただいたため、ご存知かと思い

ますが改めて説明させていただきます。令和元年１１月の農業委員会総会にて、

町の定住の促進及び遊休農地の解消を目的に、「空き家に付随した農地を空き家

とともに取得する」場合に限り、農地法第３条による農地を取得する条件の下限

面積要件、いわゆる５０アール以上農地を耕作していること、を１アールまで引

き下げることについてご了承いただいたところです。 

今回も、この制度を利用した申請となります。 

空き家に付随した農地としての指定を受けるための条件は２つあります。 

一つ目は、遊休農地であること及び所有者等が農作物の栽培が行われる見込み

がないこと 

二つ目は、空き家と空き家に付随した農地の所有者は同一であること 

以上２つになっております。 

申請人は一人暮らしで今まで空き家に住んでおりましたが、高齢になり介護施

設に入所しているとのことです。先代から空き家と農地を譲り受けたが、このよ

うな状況のため管理が難しいとのことでございます。このまま空き家と農地を残

しても、自身は管理が困難であるため、空き家バンクに登録して農地も一緒に処

分し、土地を活用していただける方に譲り渡したいとのことです。 

空き家に付随した農地に指定する土地は、大字○○字○○○△△△△番の１筆

で面積は４０９㎡となります。 

右側をご覧ください。大字○○△△△△番の空き家は令和４年１２月７日に空

き家バンクに登録されました。 

次ページをご覧ください。申請地の位置図と付近の状況図と農地の写真になり

ます。なお、今回は空き家に付随した農地として指定してよいかどうかでござい

ます。 

指定されれば、空き家に付随した農地として空き家バンクに登録され、空き家

とセットで申請地を取得したい方がいる場合は、委員の皆様には農地法第３条申

請として再度審議いただくことになります。ご審議よろしくお願いします。 



 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

大沢３番 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家に付随した農地の指定について審議いたします。推進委員の方で意見が

ありましたら挙手をお願い致します。大沢３番 

 

 

 所有者は高齢で申請できるような人ではないと思いますが、誰が申請を代理し

ているのでしょうか。 

 

 

 事務局より説明をお願いします。 

 

 

 申請人の親戚が代理して申請しています。 

 

 

他に農業委員の方で質問はありますか。質問がないようですから、採決したい

と思います。空き家に付随した農地として、指定してよいと思われる農業委員の

方の挙手を求めます。 

 

 

 （農業委員全員挙手） 

 

 

 賛成全員につき、決定します。 

 

 

議案のすべてを審議いたしましたので、これで会議を閉じ議長の任を解かせて

いただきます。慎重審議ありがとうございました。本日会長代理は欠席のため、

これにて第１２回農業委員会総会を終了します。 

 

 



上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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